
東広島市保育所等配置基本計画（令和3～12年度）概要版 

本計画の目指すべき姿  教育・保育サービスを必要とするすべての子どもが、必要な時に、必要な場所で、適切な教育・保育サービスを受けることができている。 

 計  画  期  間   令和３（2021）～12（2030）年度 

保育所等配置基本計画とは？ 
地区 公立 私立 

認可定員 

合計 １号 ２号 ３号 

西条北部 3 19 2,846 275 1,541 1,030 

西条南部 2 1 340 0 238 102 

八本松 5 5 947 69 573 305 

志和 4 3 220 5 146 69 

高屋 1 2 867 111 494 262 

黒瀬 5 2 844 244 400 200 

福富 2 0 100 20 54 26 

豊栄 1 0 80 10 52 18 

河内 1 1 120 0 96 24 

安芸津 3 1 270 50 172 48 

合計 27 34 6,634 784 
3,766 2,084 

5,850 

項    目 公 立 私 立 公立割合 

施設数(か所) 27 34 44% 

園舎の平均築年数(年) 39 11   

認可定員(人) 
※施設として最大限受入可
能な人数 

総数（市内全域） 2,233 4,056 36% 

(うち西条北部)  342 2,441 14% 

周辺地域（西条、八
本松、高屋以外） 

886 529 63% 

入所者数(人) 
（２，３号のみ） 

全体 1,760 3,118 36% 

0歳児 17 134 11% 

1,2歳児 463 1,009 31% 

3歳以上 1,280 1,975 39% 

配慮が必要な児
童受入(Ｈ30) 

児童数 135 46 75% 

加配保育士数 99 25 80% 

[保育ニーズ長期推計（全市・全年齢）] [保育ニーズ長期推計（全市・１，２歳児）] [公立・私立保育所等の施設及び入所状況等] 

本市の現状及び課題 

① 就学前児童の減少及び保育
ニーズの偏在化（西条を中心
にニーズ増、また１，２歳児の
ニーズ増） 

② 施設の老朽化（特に公立保育
所等） 

③ 保育の質の向上 

④ 保育人材の確保・定着 

⑤ 障害や疾病等の配慮が必要
な子ども、外国籍の子ども
等に対する支援 

⑥ 地域の子育て家庭に対する
支援 

⑦ 自然災害や感染症のリスク
増加への対応 

⑧ 地域共生社会の構築 

今後の取組みの方向性 

① 教育・保育サービス保障の観
点等を踏まえた施設整備の推進 

② 私立保育士等の処遇改善 

③ 公立、私立の連携による研修体制
の構築 

④ 地域特性を活かした特色ある教
育・保育サービスの提供 

⑤ 地域子育て支援センター等の機能
充実 

⑥ 私立保育所等に対する補助事業見
直し 

⑦ 幼保こ小連携のさらなる推進 

⑧ 保育支援アドバイザーによる巡回
相談の強化 

⑨ ICT等を活用した働き方改革推進 

⑩ ひろしま自然保育認証制度の活用 

⑪ ハタラクほいくひろしま等を活用
した各施設の魅力発信 

保育所等の配置・整備に関する基本方針 

基本方針1 

保育ニーズの増加
が見込まれる地域 

・主に私立保育所等の施設整備等により受け皿
を確保する。 
・主な整備手法は、既存施設増築等による受け
皿拡大、小規模保育事業の新設、認可外施設の
認可移行支援、幼稚園の認定こども園移行支援、
公立保育所の民営化とする。 
・将来的なニーズ減少局面を見据え、施設の新
設は極力行わない。 

基本方針2 

保育ニーズの減少
が見込まれる地域 

・集団保育の必要性の観点から、目安として20
人未満となる施設は集約化を検討する。 
・旧町単位で最低１か所は公立保育所等を維持
する。 

基本方針３ 

保育所等の建替
え・改修等 

・単に現在の機能を維持するだけでなく、教
育・保育サービスの向上に資するものとする。 
・具体的にはトイレの洋式化・ドライ化や園庭
整備等による保育環境の向上、ユニバーサルデ
ザインへの配慮、地域の子育て家庭に対する支
援や地域共生社会の構築、施設の複合化等 

基本方針４ 

認定こども園への
移行促進 

・既存の幼稚園や保育所の認定こども園への移
行を支援する。 

基本方針５ 

小学校区を考慮し
た施設の配置 

・施設整備の際には、各地区の保育ニーズが満
たせるかどうかに加え、小学校区を考慮して配
置の場所等を検討する。 

基本方針を踏まえた施設配置計画 

R2 
(2020) 

R12 
(2030) 

増減 

公
立 

施設数 
(か所) 

27 
(44％) 

16 
(28％) 

△11 

認可 
定員(人) 

2,233 
(36％) 

1,292 
(21％) 

△941 

私
立 

施設数 
(か所) 

34 42 8 

認可 
定員(人) 

4,056 4,908 852 

全
体 

施設数 
(か所) 

61 58 △3 

認可 
定員(人) 

6,289 6,200 △89 

■私立の増加分試算表 
板城110⇒110 
郷田80⇒80 
円城寺90⇒200 
川上西部140⇒200（うち保育部分130） 
川上中・東部205⇒200 
高屋東90⇒60 
暁110⇒60 
かえで0⇒12 
 
★川上西部については、本来＋60とすべきで

あるが、本計画にはそもそも八本松中央幼稚
園分を見込んでいないため、１号を除く130人
として計上する。 

※R12時点の施設数は、民営化等の進捗状況により異なる 
※私立の増加見込みは保育課試算による 
※定員は認可定員（施設として最大限受入可能な人数）としている 

持続可能な教育・保育サービスを提供するため、将来的な保育ニーズの推移を踏まえ、保育所等の配置の基本的な方向性を示すもの。 

※太赤枠内：本計画で取り扱う内容 
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※特段の表記がない場合は令和２年４月の状況 
※認可保育施設のデータのみを記載 

※子ども・子育て支援事業計画による推計(R2～R6)を基に保育課で推計 
※定員は利用定員（保育士の配置状況等を踏まえた施設の受入可能人数）としている 
※利用定員には企業主導型保育事業を含む 

資料２ 


